
女性相談支援センター ※DV相談は男性も可
（甲府市北新 1-2-12）

☎ 0570-078326

#8778 または
☎ 055-254-8635
（相談専用）

〒400-8501 甲府市丸の内 1-6-1 

山梨県多様性社会・人材活躍推進局
男女共同参画・外国人活躍推進課

電話： 055-223-1358

DV相談プラスでは、 24 時間の電話・メール相談の他、
チャットによる相談も可能です。詳しくはQRコードより アクセス 。

Cure time（キュアタイム）では、性暴力の悩みについて
チャット・メールで相談できます（匿名OK、外国語対応）。



配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる
暴力のことを『ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）』 と言います。
「暴力」というと、「殴る」「蹴る」と言った身体的な暴力を連想しが
ちですが、 下記のように精神的暴力や性的暴力などもＤＶに含まれ、
多くの場合これらが複雑に絡み合い、繰り返し行われるという特徴
があります。
ＤＶは犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり、たとえ配偶者
や恋人であっても絶対に許されません。

身体的暴力
■ 殴る、蹴る
■ 凶器を突きつける
■ 髪をひっぱる
■ 首をしめる
■ 引きずり回す
■ 物を投げつける  など

社会的暴力
■ 実家や友人と付き合う
　 のを制限する
■ 電話やメールを細かく
　 チェックする 　など

性的暴力
■ 見たくないのにポルノ
　 ビデオやポルノ雑誌を
　 見せる

子どもを利用した
暴力
■ 子どもに危害を加える
　 と言って脅す

■ 子どもの前で暴力を
　 振るう
　 　　　　　　　　など

■ いやがっているのに
　 性行為を強要する

■ 中絶を強要する

■ 避妊に協力しない
　 　　　　　　　　など

精神的暴力
■ 大声でどなる

経済的暴力
■ 借金を重ねる
■ 生活費を渡さない
■ 外で働くなと言う
■ 仕事を辞めさせる
　 　　　　　　　　など

■ 何を言っても無視して
　 口をきかない

■ 人前でバカにする
■ 命令するような口調で
　 ものを言う
■ 大切にしているものを
　 壊したり、捨てたりする
　 　　　　　　　　など

ＤＶの種類
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これまでに配偶者から暴力被害を受けた人の割合

20 40 60 80 1000

全体

女性

男性

被害経験あり　　　被害経験なし　　　無回答 令和 5 年度 「男女間における暴力に関する調査」（内閣府）

25.1 74.2 0.7

0.8

0.5

71.7

77.5

27.5

21.9

感情表現や

問題解決の手段として

暴力を用いることを

学習してしまう。

ＤＶ加害者が

児童虐待を同時に

していることも。
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「逃げたら殺されるかもしれない」という強い恐怖感から、 
家を出る決心がつかないこともあります。また、 暴力を振
るわれ続け心身共に傷つき 、 無気力状態に陥ったり、「い
つか変わってくれるのではないか」という複雑な心理から
逃げられなかったりする場合や、 経済的に今後の生活を考え逃げられない場
合、 そして子どもの安全や就学の問題が気にかかり逃げられないという場合
もあります。さらに逃げる場合 、仕事を辞めなければならなくなるなど、
これまで築いた地域社会での人間関係など失うものが大きいことも逃げられ
ない一因として考えられます。
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一時保護
被害者の意思に基づき、緊急に保護が必要な場合は、一時的に専用
の施設で保護を行います。

自立支援
職業紹介や職業訓練、公営住宅、生活保護や児童扶養手当の受給に
関する情報提供を行い、自立を支援します。

保護命令
被害者が、ＤＶにより生命や心身に重大な危害を受ける恐れの大きい
とき、地方裁判所が加害者に対して発令する命令のことを保護命令
と言います。保護命令には以下のものがあります。

■ 接近禁止命令･･･加害者が被害者や被害者の子・親族等の身辺を
つきまとったり、住居、勤務先等の付近を徘徊したりすることを禁
止する命令。（期間は 1 年間）
■ 電話等禁止命令･･･ 加害者からの被害者本人・被害者の子に対す
る一定の電話、メール・文書・SNS 送信、位置情報の無承諾取得
などを禁止する命令。（期間は 1 年間、接近禁止命令が発令されて
いる場合に限る）
■ 退去命令･･･加害者が被害者と共に住む住居から退去することを命
じる命令。（期間 は 2 ヶ月※）
※住居の所有者または賃借人が被害者のみの場合、申立により６ヶ月

■ 暴力の相談
■ 保護命令の申請や自立
　 支援等、 必要な情報を提供
■ 一時保護（女性相談支援センター）
■ DV関係証明書の発行

【女性相談支援センター】
【山梨県立男女共同参画
推進センター（ぴゅあ総合）】
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デートＤＶはどれくらいあるの？
内閣府が行った調査によると、20歳以上の女性の約 4 人に 1人、男性の約 8人に
1人が交際相手から被害を受けたことがあると回答しています。

デートDVチェック！

□ 「バカ」 「 ウザイ」などいやな言い方をする。

□ 自分を最優先にしないと、 怒る 。

□ たびたび携帯に連絡して、行動をチェック。

□ 怒ったとき、 物に当たるなど怖いと
　 感じさせるような態度・行動をとる。

□ 携帯をチェックして、メッセージや連絡先を
　 消せと命令したり、消したりしてしまう。

□ 「好きならいいだろう」とあなたの気が進まない
　 ことをさせる。

□ あなたの希望や考えを尊重しないで勝手に決める。 

□ 自分の意見に従わないと怒る。

□ 他の人と仲良くしていると嫉妬して責める 。

□ 友人関係や行動、着る服などを指示するのは
　 相手のためだと思う。

□ 腹を立てて相手の目の前で物をたたいたり、
　 壊したり、投げたりする。

□ 自分自身の問題やイライラしていることを、
相手のせいだと責めたことがある。

□ 2 人のことでも、相手の意見を尊重しないで、
　 自分ひとりで決めることが多い。

□ 相手を「自分のもの」だと思っている。

これまでにデートDVの被害を受けた人の割合 %

20 40 60 80 1000

全体

女性

男性

あった　　　なかった　　　無回答 令和 5年度 「男女間における暴力に関する調査」（内閣府）

18.0 80.1 1.9

1.4

2.5

75.9

85.5

22.7

12.0

デートDVをされていないかな？ デートDVをしていないかな？
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